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公文書の一部開示決定に係る審査請求に対する諮問について（答申） 

 

平成３１年３月２５日付け松教生企第３９１号をもって諮問のあった「平成

２９年１０月１２日になされ、同月１８日に補正された住民監査請求及び平成

２９年（行〇）第○○号並びに平成３０年（行〇）第○○〇号の住民訴訟に関

して、監査委員や事務局職員や本件実施機関職員らの報償費・給与・謝金・残

業代等、監査費用、弁護士費用、裁判費用、交通費や郵送料など、上記監査請

求や訴訟で発生した公金の支出に関する公文書一切。」（以下「本件文書」とい

う。）の開示請求に係る公文書一部開示決定に対する審査請求（以下「本件審査

請求」という。）について、別紙のとおり答申する。 

 

  



１ 

答  申 

 

１ 審査会の結論 

松戸市教育委員会が行った公文書一部開示決定（以下「本件処分」という。）

は、妥当である。 

 

２ 本件審査請求までの経過 

審査請求人は、平成３０年１１月１９日付け公文書開示請求書により、松

戸市教育委員会（以下「処分庁」という。）に対して、松戸市情報公開条例（平

成１３年松戸市条例第３０号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に

より、本件文書に係る公文書の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を

した。 

処分庁は、平成３０年１２月３日付け公文書一部開示決定通知書により、

本件文書を「平成２９年（行〇）第○○号並びに平成３０年（行〇）第○○

〇号の住民訴訟に関し、発生した出張旅費に係る市内市外出張旅費請求簿」

（以下「旅費請求簿」という。）と特定し、審審査請求人に対して、条例第１

０条第１項の規定により、本件処分をした。 

審査請求人は、本件処分を不服として、平成３１年１月７日付け審査請求

書により、松戸市教育委員会（審査庁）に対して、本件審査請求をした。 

 

３ 本件審査請求の趣旨及び理由 

審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。 

⑴ 趣旨 

本件処分を取り消し、請求対象文書をさらに特定した上で、請求した情

報は、職員の自宅の最寄り駅を除き、全て開示するとの裁決を求める。 

公益上の理由による裁量的開示を実施することを求める。 

ボーンインデックスの提出を求める。 

⑵ 理由 

文書の探索が不十分であるか、又は、対象文書を情報公開の適用除外か

解釈上の不存在と判断することが違法である。開示請求の内容及び請求対

象たる事案の性質からして、本件対象文書が特定されたもので尽くされて

いるとは、到底考えられない。処分庁は文書の特定漏れを繰り返してきた。 
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弁護士が訴訟代理人になっている以上、弁護士に係る費用も対象文書と

して特定すべきである。 

処分庁は対象文書を極めて限定的に解しており、条例第３条第１項、第

７条本文に違反する。 

対象外文書については、対象外であることが容易に判別できる限度で最

大限の開示を実施すべきであり、塗りつぶさずに対象外であることを明記

すべきである。 

電車の発着日時に係る文書及び公務としての最寄り駅は開示すべきであ

る。 

 

４ 処分庁の説明要旨 

処分庁の説明は、おおむね次のとおりである。 

⑴ 趣旨 

本件審査請求を棄却することを求める。 

⑵ 理由 

本件文書として特定した文書は、旅費請求簿である。 

旅費請求簿には、最寄り駅を記載するが、職員の自宅の最寄り駅は、個

人情報であり条例第７条第２号に該当する。 

指導課の職員は、本件住民訴訟の業務に関わっているが、当該職員の給

与、残業代のうち、本件住民訴訟に関する給与、残業代は特定できない。 

その他の弁護士費用、裁判費用、郵送料等の公金の支出に関する公文書

は、公金の支出がなく、不存在であり、 条例第１０条第２項に該当する。 

また、本件住民監査請求に係る公金の支出に関する公文書は、公金の支

出がなく、不存在であり、条例第１０条第２項に該当する。 

公益上の理由による裁量的開示を実施することについては、条例に規定

がない。 

 

５ 審査会の判断 

本件処分に対する審査会の判断は、次のとおりである。 

⑴ 条例の目的等について 

条例によると、市の保有する情報は、これを市民と共有することによっ

て、市民生活の向上や豊かなまちづくりに役立てられるべきものであり、
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市民と行政がともに協働し、成熟した地域社会を創造するため必要とされ

る（条例前文）。 

また、条例は、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の有す

るその諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市

民の市政への参加を促進し、市民の理解と批判の下にある公正で民主的な

市政の推進に資することを目的とする（条例第１条）。 

実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例に定める

公文書の開示を請求する権利を最大限に尊重しなければならない（条例第

３条第１項）とともに、公文書を開示する場合においては、個人に関する

情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければなら

ない（同条第２項）。 

⑵ 本件文書について 

何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機

関の保有する公文書の開示を請求することができる（条例第５条）。その際、

開示請求者は、住所、氏名のほか、公文書の名称その他の開示請求に係る

公文書を特定するに足りる事項を記載した書面を実施機関に提出しなけれ

ばならない（条例第６条）。 

条例において開示請求の対象となる公文書とは、「実施機関の職員が職務

上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録であ

って、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が

保有しているもの」をいう（条例第２条第２項）。 

処分庁は、実施機関（条例第２条第１項）に該当するため、実施機関の

職員が職務の必要上作成し、又は取得した文書であって、当該職員が組織

的に用いるものとして、当該実施機関が保有している文書は、組織供用文

書に該当し、開示請求の対象となる。 

学校教育部指導課は、いじめ防止対策委員会に関することをその所掌事

務としている（松戸市教育委員会事務局設置及び組織に関する規則等の一

部を改正する規則（令和３年松戸市教育委員会規則第１号）による改正前

の松戸市教育委員会事務局設置及び組織に関する規則（平成２５年松戸市

教育委員会規則第１号）第６条別表。答申時点においては、学校教育部児

童生徒課の所掌事務となっている。）ことからすると、本件文書のうち、指

導課において保有する公文書は、実施機関における組織供用文書に該当す



４ 

る。 

⑶ 本件処分（一部開示決定）について 

「実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の

各号のいずれかに該当する情報（以下「非開示情報」という。）が記録され

ている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければなら

ない」（条例第７条）とされ、同条第２号は、非開示情報として、 

「⑵ 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）

であって、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合

することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの

を含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすること

により、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次

に掲げる情報を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすること

が予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが

必要であると認められる情報 

ウ 当該個人が公務員等（略）である場合において、当該情報がその

職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員

の職及び氏名（当該公務員の氏名を公にすることにより、当該公務

員の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）

並びに当該職務遂行の内容に係る部分」 

と規定する。 

本件文書である旅費請求簿について検討すると、職員は、通勤のために

徒歩又は自家用車、バス等により、自宅と最寄り駅の間を往復しているた

め、当該最寄り駅の開示により、職員の自宅の所在する街区等が判明する。 

そのため、最寄り駅は、住宅地図等、他の地図情報と照合することによ

り、特定の個人を識別することができることとなるもの又は特定の個人を

識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を

害するおそれがあるもの、に該当する。 

また、例外的開示について確認すると、アについては、職員の自宅の最

寄り駅を公にする法令、慣行はなく、法令又は慣行による公知情報又は公

知予定情報には該当しない。イについては本件開示請求についてそのよう
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な公益性等はなく、また、ウの公務遂行情報には該当しない。 

したがって、職員の自宅の最寄り駅は、条例第７条第２号に該当し、ア

イウの例外的開示に該当しない。 

⑷ 文書の不存在について 

条例第１０条は、開示請求に対する決定等について、 

「第１０条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示す

るときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の

実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき（前条

の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保

有していないときを含む。）は、開示をしない旨の決定をし、開示請求

者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

３ 実施機関は、前２項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は

一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書

面によりその理由を示さなければならない。この場合においては、開

示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書

面の記載自体から理解されるものとしなければならない。」 

と規定する。 

処分庁は、指導課職員の給与、残業代のうち、本件住民訴訟に関する給

与、残業代は特定できないこと、弁護士費用、裁判費用、郵送料等の公金

の支出に関する公文書及び本件住民監査請求に係る公金の支出に関する公

文書は、いずれも公金の支出がなく、不存在であることを説明している。

また、処分庁は、開示しないこととする根拠規定として、条例第１０条第

２項を明示しており、及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自

体から理解されるものとなっているため、本件処分の根拠及び理由説明と

して妥当である。 

⑸ 意見聴取及びインカメラ審理について 

当審査会において、処分庁に対して当該文書の提出を求め、意見聴取と

ともにインカメラ審理を行い、及び特定した文書以外の文書の存在につい

て確認したが、処分庁の説明に不自然な点は、認められなかった。 

⑹ 裁量的開示について  

審査請求人の主張する裁量的開示については、条例に規定を欠くため適
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用できない。 

以上のとおり、処分庁が特定した文書を一部開示としたことは妥当であり、

また、特定した文書以外には、処分庁はこれを保有していないと認められる。 

 

６ 結論 

以上により、審査会は、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。 
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審査会の処理経過 

年  月  日 内   容 

平成３１年 ３月２５日 諮問書の受理 

令和 ５年 ６月 ８日  第１回審査会（諮問の報告）  

令和 ５年１１月１３日  第２回審査会（審議）  

令和 ５年１２月１３日  第３回審査会（審議） 

令和 ６年 １月２５日  第４回審査会（審議・意見陳述） 

令和 ６年 ２月２６日  第５回審査会（審議・理由説明） 

令和 ６年 ３月２８日  第６回審査会（審議） 

 

 

 


